
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）について 

 

１ コミュニティ・スクールとは 

  学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある

学校」への転換を図るための有効な仕組みである。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地

域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 山形県内の状況 

（１）県内の導入校 

導入年 学 校 名 

H29.3.1～ 小国 

R4.4.1～ 寒河江、東桜学館、荒砥、遊佐 

R5.4.1～ 村山産業、北村山、置賜農業、酒田光陵 

 

（２）連携事例  

   小国高校は「白い森人創生プロジェクト」において、令和４年度「コミュニティ・スクール

と地域学校共同活動の一体的推進に係る文部科学大臣表彰」で優良事例として表彰を受けた。 

 

 

 

 

参考資料１ 

＜学校運営協議会の主な役割＞    地教行法第47条の５ 

教育委員会が、学校や地域の実情に応じて学校運営協議会を設置 
○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること 

 ○ 学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること 
 ○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意

見を述べることができること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


